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維持管理

区役所（維持管理課管財係）が利用調整

運 営

・公園樹その他保守管理業務 剪定 年１回（６月）
除草 年3回（６月、８月、１０月）

・法面除草業務 除草 年1回（７～８月）
・固形状廃棄物収集その他業務 月４回（花見時期は追加対応有）
・公園便所等清掃業務 週３回
・その他 要望内容に応じて、その都度対応

・公園清掃等報奨金団体による清掃活動
（海老山を育む会、あさひ快老クラブ）
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凡 例
保守管理業務：
法面除草業務：
廃棄物収集 ：
便所清掃業務：

行 政
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公園清掃報奨金制度を活用した清掃活動：２団体

海老山を育む会

あさひ快老クラブ

地 元
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行 政

管理運営

利用調整

利用促進

緊急対応

施設案内、利用指導、苦情対応

事業実施、宣伝広報

応急対応、本復旧

施設管理

植物管理

保守・維持管理、施設修繕・整備

樹木、芝生等の維持管理

許認可等

維持管理

法的管理

設置管理許可、占用許可等

行政主体の維持管理・運営体制となっており、地元住民にとって、必ずし
も利用しやすい公園とはいえない。

地 元

管理運営

施設管理 公園清掃（報奨金団体）

維持管理

法的管理

現 状



行政と地元の協働による維持管理・運営は、双方にとってメリットとなる。
地元にとっては、公園への愛着やにぎわいの創出などの効果が生まれる。

海老山公園の維持管理・運営方法の現状
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行政

管理運営

緊急対応 本復旧

施設管理 施設修繕・整備

許認可等

維持管理

法的管理

設置管理許可、占用許可等

地元

管理運営

維持管理

法的管理

事務負担の軽減 メリット 公園への愛着・にぎわいの創出

利用調整

利用促進

施設案内、利用指導、苦情対応

事業実施、宣伝広報

緊急対応 応急対応

施設管理 保守・維持管理（便所等清掃含む）

植物管理 樹木、芝生等の維持管理

利用調整

利用促進

植物管理

理想形


